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＜新たな献血推進・受入計画、需給計画の策定スケジュール（都道府県献血推進計画）＞ （日付は令和4年度実績）

【8～10月】 【11月】 【12月】 【2月】 【3月】【7月】

献
血
推
進
計
画
確
定
／
需
給
計
画
案
を
提
示

献
血
受
入
計
画
確
定
／
需
給
計
画
（
価
格
入
り
）
確
定

前
年
度
の
献
血
に
関
す
る
実
績
報
告
（
献
血
実
績
、
供
給
実
績
）
と
今
後
の
対
応
方
針
を
協
議

【献血推進調査会】

翌
年
度
の
事
業
計
画
の
事
前
策
定
を
ブ
ロ
ッ
ク
に
通
知

（
「
供
給
計
画
」
は

ブ
ロ
ッ
ク
と
地
域
セ
ン
タ
ー
で

「
供
給
計
画
」
を
策
定
し
本
社
提
出

ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
、

本
社
で
「
供
給
計
画
」
を
取
り
ま
と
め
る

ブ
ロ
ッ
ク
と
地
域
セ
ン
タ
ー
で
、

「
採
血
・
製
造
計
画
」
を
仮
提
出

11月11日

血
液
対
策
課
が
日
赤
本
社
に
対
し
て
都
道
府
県
と
の
調
整
を
依
頼(
事
務
連
絡)

11月25日

都
道
府
県
別
血
液
目
標
量
、
必
要
献
血
者
数
、
製
剤
需
要
見
込
み

全
血
、
成
分
献
血
（
法
定
事
項
）

10月４日

翌
年
度
供
給
す
る
と
見
込
ま
れ
る
血
液
製
剤
の
量
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
血
液
の
量
を
日
赤
本
社
が
厚

労
省
に
届
出

翌
年
度
に
献
血
に
よ
り
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
見
込
ま
れ
る
血
液
の
量
を
日
赤
本
社
が
厚
労
省
に
届
出

都
道
府
県
と
の
調
整
結
果
に
つ
い
て
、

日
赤
本
社
か
ら
血
液
対
策
課
に
報
告

次
年
度
の
献
血
推
進
計
画
案
（
数
値
空
欄
）
を
提
示

製
剤
の
種
類
毎
、
ブ
ロ
ッ
ク
別
（
法
定
事
項
）

翌
年
度
の
事
業
計
画
策
定
方
針
を
経
営
会
議
に
諮
り
決
定

供
給
計
画
は
、
過
去3

年
間
の
供
給
実
績
を
参
考
と
し
、
供

給
上
位
医
療
機
関
の
供
給
量
を
考
慮
し
た
上
で
策
定

広
域
的
な
献
血
推
進
体
制
、
予
約
の
推
進
、
若
年
層
へ
の
働
き
か
け
を
強
化

し
つ
つ
、
検
査
不
適
率
、
原
料
不
適
率
、
製
造
工
程
減
損
率)

考
慮
し
設
定

献血推進計画告示後

都道府県献血推進計
画策定開始

11月８日

従来の
策定期間

【献血推進調査会】 【血液事業部会】【血液事業部会】

（
9
月
30
日
）

（
9
月
28
日
）

（
８
月
23
日
）

７
月
25
日
）

（
７
月
21
日
）

※年度末に国の
献血推進計画が
告示され、その
告示を機に都道
府県献血推進計
画を策定してい
た。

【今後の対応案】

【 】

・11月上旬の日赤への事務連絡によって、都道府県の区域を単位と
する目標量を算出していることから、この目標量及び血液事業部
会の審議をもって、都道府県と日赤地域センターが十分な協議を
した上で、血液法に基づく都道府県献血推進計画の策定を可能と
することで、策定事務の効率化、策定期間の確保を図る。

10月24日７月28日 12月２日 ２月27日

【日本赤十字社】
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